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改選に向けた青少年指導員・青少年福祉委員制度の周知について  

 

 

 

平素は、本市青少年健全育成事業へのご協力を賜り、誠にありがとうございます。  

今年度は、青少年指導員・青少年福祉委員の任期が 2 年であることから、平成 30 年度の

改選に向け、各区において準備の年となっております。  

ご承知のとおり、青少年指導員・青少年福祉委員制度は、制度改正を経て、平成 26 年度

から現在の制度となっております。改正について平成 25 年 11 月 25 日と平成 26 年 3 月 4

日には、各区担当者向けの説明会を行ったところです。  

局としましては、青少年指導員・青少年福祉委員制度の趣旨・役割については、制度改

正後も変わらないと認識していますが、制度改正から 4 年目を迎え、区担当者等の人事異

動もあり、改めて青少年指導員・青少年福祉委員制度改正の内容について周知いたします。

また、平成 29 年 3 月市会において、青少年指導員・青少年福祉委員制度に関する質疑があ

りましたので、あわせてご確認くださいますようよろしくお願い致します。  

 

 

 

記  

 

 

 

１  青少年指導員・青少年福祉委員制度の趣旨・役割について   

 

○青少年指導員  

昭和 29 年７月に発足した、青少年の健全育成を図ることを目的とした有志ボランティ

アである。  

「大阪市青少年指導員制度実施要綱」「各区青少年指導員制度実施要綱」により、青

少年問題に関する啓発に関すること、青少年の指導及び相談に関すること、地域におけ

る青少年の健全育成に関することなどの業務を担っている。  

 

○青少年福祉委員  

  青少年指導員は他都市にも類似の制度があるが、青少年福祉委員は本市独自の制度で

あり、「大阪市青少年福祉委員制度実施要綱」「各区青少年福祉委員制度実施要綱」に

より、青少年指導員活動への支援に関すること、有害環境から青少年を守る社会環境浄

化に関すること、地域における青少年の健全育成に関することなどの業務を担っている。 

 



２  制度改正の経過について  

 

青少年指導員・青少年福祉委員制度は、平成 24 年の市政改革に伴い、大阪市青少年問

題協議会、区長会議、こども・教育部会等において、要綱・委嘱者・委嘱内容・費用負

担・団体事務等について、区長アンケートも実施しながら議論を重ね、現在の制度とな

っています。  

 

主な制度改正は次のとおりです。  

 

【要綱】  

  大阪市青少年指導員制度実施要綱・大阪市青少年福祉委員制度実施要綱を新しく制定

して、大きな枠組みを定め、任期や統一的な業務内容を定め、区においては、区青少年

指導員要綱・区青少年福祉委員要綱を制定し、定数や年齢などの選考要件、具体の委嘱

活動内容など、各区の実情にあわせて定めることとなりました。  

 

 

【委嘱者・委嘱内容】  

委嘱者は、大阪市青少年問題協議会会長としての市長委嘱から行政の長としての市長

委嘱とし、受嘱者は、区の推薦に基づき市で決定していましたが、区において選考し、

決定することとなりました。  

委嘱された青少年指導員・青少年福祉委員は、地域協議会として校下や区等で青少年

指導員協議会・青少年福祉委員協議会を組織して活動することとしました。  

 

 

【費用負担】  

地域協議会・区協議会の委嘱に基づく活動に対する経費に対しては、別に大阪市青少

年指導員活動交付金交付要綱・大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱・各区実施要

領を定め、交付金を交付することとしました。  

 

 

【団体事務】  

委嘱業務にかかる事務については、区役所又は区役所が委託した団体において処理す

ることとしました。  

 

 

３  市会状況に関して  

 

平成 29年 3月市会において、青少年指導員・青少年福祉委員制度に関する質疑があり、

青少年指導員のなり手不足や、青少年指導員と青少年福祉委員の年齢の重複（青少年福

祉委員で年齢を満 30 歳以上としている区… 13 区）が指摘される中、とくに青少年指導

員の働きやすい環境づくりが求められています。地域の関係団体等の意見も踏まえなが

ら、地域実情に応じた選考をよろしくお願い致します。  

                       

 

 

 

 

 

 

 



 

添付資料  

 

 

【青少年指導員関係】  

資料  １   大阪市青少年指導員制度実施要綱  

資料  ２   ○○区青少年指導員要綱（モデル案）  

資料  ３   大阪市青少年指導員制度実施要領  

資料  ４   大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱  

資料  ５   大阪市青少年指導員活動交付金○○区実施要領（モデル案）  

 

 

【青少年福祉委員関係】  

資料  ６   大阪市青少年福祉委員制度実施要綱  

資料  ７   ○○区青少年福祉委員要綱（モデル案）  

資料  ８   大阪市青少年福祉委員制度実施要領  

資料  ９   大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱  

資料 10  大阪市青少年福祉委員活動交付金○○区実施要領（モデル案）  

 

【各区要綱】  

資料 11  各区の青少年指導員、青少年福祉委員の要綱一覧（主な項目）  

 

 

【制度改正前の改選要綱（平成 24 年度）】 

資料 12  大阪市青少年指導員・青少年福祉委員改選要綱（一部抜粋） 

 

 

【制度の新旧対照表】  

資料 13  青少年指導員制度の新旧対照表（主な項目）  

資料 14  青少年福祉委員制度の新旧対照表（主な項目）  

 

 

【大阪市青少年問題協議会の状況】 

資料 15  平成 24 年 10 月 10 日  大阪市青少年問題協議会（主な意見）  

資料 16   平成 25 年 3 月 4 日  大阪市青少年問題協議会（主な意見）  

 

 

【市会の状況】  

資料 17  平成 25 年 3 月 6 日  代表質問資料（青少年指導員活動への支援について）  

資料 18  平成 29 年 3 月 1 日  代表質問資料（地域と行政との役割分担について）  

資料 19  平成 29 年 3 月 8 日  教育こども委員会質疑資料（青指・青福の制度について）  


